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未収金残高（平成 28 年度実績）が存在することから，引き続き，全庁的な未収金対策の強化に取

り組む必要がある。

そこで，大阪市では，「新たな未収金を極力発生させない」，「既存未収金の解消」という 2つの

指針を柱として，全市的な未収金対策の強化に取り組んでいる（大阪市「市政改革プラン 2.0（平

成 28 年度～ 31 年度）」）。こうして現状実施されている全庁的な未収金対策は，次図 19 のとおりで

ある。

〔図19　大阪市全庁的な未収金対策の推進について〕　
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第4　母子父子寡婦福祉貸付金

－平成 28 年度未収金残高 730,202 千円

1　未収金の概要

（1）法的根拠

母子父子寡婦福祉貸付金とは，母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）及

び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和 39 年政令第 224 号）に基づき，母子家庭，父子

家庭及び寡婦（以下，「ひとり親家庭等」という。）に対して就労や児童の修学等で資金が必要と

なったときの貸付けにより発生する債権である。

ひとり親家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り，あわせてその扶養している児童

の福祉の増進を図ることを目的としている。

（2）貸付金の種別

母子父子寡婦福祉貸付金は，事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・修業資金・就

職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金の12種類がある。

各貸付金の貸付限度額・据置期間・償還期間・利子等は次図 20 のとおりである。

〔図20　貸付金の種別と貸付限度額一覧〕　
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（単位：円）

 

（「大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要領」より転載）

　

（3）貸付対象

母子父子寡婦福祉貸付金の貸付対象者は次のとおりである。

●　母子福祉資金

母子家庭の母，又は父母のいない 20 歳未満の児童（修学資金，修業資金，就学支度資金，

就職支度資金のみ対象）

●　寡婦福祉資金

寡婦（配隅者のない女子であって，かつて母子家庭の母であった者）等

●　父子福祉資金

父子家庭の父



38

〔図21　貸付対象者フローチャート〕　

 

　　（「大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要領」より転載）

（4）法的性質

母子父子寡婦福祉貸付金は私債権である。

2　未収金の現状

（1）直近 3年度のデータ

母子父子寡婦福祉貸付金の直近 3年度の調定額・収入額・収入未済額・徴収率・不納欠損額は

次図 22 のとおりである。
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〔図22　母子父子寡婦福祉貸付金未収額一覧〕　

※１　平成 28 年不納欠損額（11,623 千円）のうち、85 千円については、現年分の（債権放棄による）不納欠損額である。
※端数調整の関係で全市合計のデータは、大阪市の公表データと若干の誤差が生じる場合がある（他の未収金についても同様）
※収入未済額については、不納欠損額控除前の金額である（他の未収金についても同様）

（2）徴収事務の現状

ア　区による管理

母子父子寡婦福祉貸付金の貸付・徴収事務は区において実施している。

イ　要領，マニュアル

こども青少年局子育て支援部こども家庭課では，貸付事務に関しては「大阪市母子父子寡婦福

祉貸付金事務処理要領」，未収金の管理に関しては「大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権管

理マニュアル」を作成し，各区担当者に周知させるとともに，毎年 6月には区の徴収事務担当者

対象に研修を実施するなどして，上記要領，マニュアルに従った貸付・徴収事務を実施するよう

指導している。

（ア）事務処理要領

大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要領には，貸付資金の目的・貸付対象・貸付資金の

種類及び据置期間・各種の資金相互及び他制度の関係・貸付けにかかる事務取扱手続き・異動

にかかる取扱い・届出事項に関する事務取扱について説明されている。

（イ）債権管理マニュアル

また，「大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権管理マニュアル」には，納付管理（記録簿

の作成・貸付金の償還開始・償還方法の変更・完納通知の発行・償還金の免除）及び滞納管理（督
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促・催告・納付交渉・分割納付・支払猶予・違約金・所在等の調査・法的措置・破産等に係る

手続・徴収停止・債権放棄・不納欠損）に関する事務取扱などが説明されている。

ウ　情報管理

納付書発行や納付記録確認のために総合福祉システム 7 を活用しているが，申請書類・借用書

等貸付けにかかる一件書類や個別の交渉経緯については，各区で文書管理（紙ファイルに編綴）

している。

エ　本局における管理体制

こども青少年局子育て支援部こども家庭課では，年 1回（毎年 11 月末から翌年 1月末にかけ

て），12 区役所（全区役所の半数）を対象に事務指導を実施している。事務指導の際には，各区

役所の文書管理状況もチェックする。実施結果については，「指導内容」という形で，本局でま

とめて各区にフィードバックしている。

オ　口座振替制度

口座振替制度を利用しており，口座振替利用率は平成 28 年度 67.0%，平成 27 年度 66.6%，平

成 26 年度 65.2% である。

カ　督促・催告の実施状況

過去 3年間の督促・催告の発送件数は，次のとおりである。

 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 26 年度

督　促 10,745 件 11,097 件 10,650 件

催　告 20,077 件 21,585 件 19,157 件

その他，家庭訪問や電話催告，来庁時に口頭で催告するなど，書面催告以外の催告も各区で随

時行っている（書面以外の催告件数は，平成 28 年度 199 件，平成 27 年度 156 件，平成 26 年度

136 件）。

キ　連帯保証人への請求状況

連帯保証人に対しては，随時，文書や電話などの催告を行うとともに，毎年 10 月に実施する

償還促進月間において，連帯保証人に対して滞納分の催告書及び一括納付書を送付している（連

帯保証人への催告書発送件数　平成 28 年度 957 件，平成 27 年度 847 件，平成 26 年度 772 件）。

7   総合福祉システムは，平成６年に策定された「大阪市情報化計画」の中で業務実行システム（住民情報系基幹システム）とし
て位置づけられたものであり，平成 15 年４月に生活保護システム，平成 17 年 12 月に福祉五法システムが順次稼動し，その後，
平成 21 年１月にハードウェア更改に伴う更新作業，平成 27 年１月に複数システム共通の基盤である「統合基盤システム」上に
再構築を行い，現在に至る。
福祉六法（生活保護法，児童福祉法，母子及び父子並びに寡婦福祉法，老人福祉法，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法）に加え，

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務全般をシステム化し，市民サービスの向上と事務
の効率化を図るもの。
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8  例えば，借用書ごとに印鑑登録証明書が徴取されていないものがある，戸籍謄本等の必要書類が徴取されていないものがある等。
9  例えば，貸付限度額を超過して貸し付けているものがある，就学支度資金や修学資金で貸付すべきものを生活資金で貸し付けて
いる等。

ク　法的手続（支払督促等）の実施状況

過去 3年間には法的手続は実施していない。

ケ　実際の事務処理状況

実地調査を実施した 3区役所とも，徴収を担当する職員は 1～ 2名であり，現在の部署へ異動

する前に未収金の徴収事務を経験したことのある職員はいなかった。また，いずれの区役所も，

貸付業務と徴収業務を同じ担当者が担当していた。さらに，他の未収金（児童手当返還金等）の

徴収業務も同じ職員が担当する区役所も見受けられた。　

償還（徴収）中の個別案件ファイルを確認したところ，いずれの区役所でも，貸付にかかる添

付書類に不備がある案件 8，貸付要件を充たしていないにもかかわらず貸し付けている案件 9 が

多数見受けられた。特に古い貸付案件についてその傾向は顕著であったが，これらの古い案件に

ついては，既に本局から各区役所に対して指導がなされているとのことである。

なお，母子父子寡婦福祉貸付金の回収に関し，ケースワーカーとの協働により，効率的な貸付

金の管理・回収を行っている区役所が存在した（平野区役所）。母子父子寡婦福祉貸付金の貸付

けを受ける対象者には，各種福祉サービスを受けている人も多く，福祉業務に従事するケースワー

カーが当該対象者の生活状況等を把握しているケースも多い。ケースワーカーとの協働により，

債務者の生活状況等をより正確に把握することが可能となり，効率的な貸付金の管理回収のみな

らず，生活困窮等の理由で回収不能と判断できるものについては，適正かつ迅速な債権放棄・不

納欠損処理にも繋がるとともに，債務者の生活再建・自立支援にも資する。ケースワーカーとの

連携・協働に関しては，各区担当者に対する研修等を通じて，他区役所にも情報提供して周知す

ることを期待する。

コ　サービサー（債権回収会社）への委託

平成 22 年から，一定の案件（滞納額 20 万円以上で，債務者と 1年以上連絡が取れないもの）

について，サービサーへ徴収事務を委託している。

委託業務の主な内容は，借受人，連帯借受人及び連帯保証人（以下，この章において「債務者

等」という）に対する催告及び収納業務，債務者等に関する調査業務（転居先確認等），債務者

等との納付相談業務である。

委託による回収金額（実績）は，平成 28 年度 18,511 千円，平成 27 年度 16,310 千円と一定の

実績を上げている。




